
     

令

和

八

年

六

月 

        
 

 

令
和
八
年
六
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
議
案
第 

二 

号 
 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

５
頁 

議
案
第 
三 

号 
 

文
京
区
保
健
衛
生
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第 

四 
号 

 

文
京
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す 

る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第 

五 

号 
 

文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第 

六 

号 
 

文
京
区
立
少
年
自
然
の
家
八
ケ
岳
高
原
学
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第 

七 

号 
 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る 

規
約
の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第 

八 

号 
 

窓
口
カ
ウ
ン
タ
䤀
外
九
点
の
買
入
れ
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第 

九 

号 
 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第 

十 

号 
 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
十 

一
号 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
十 

二
号 
 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
十 

三
号 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
十 

四
号 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
十 

五
号 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
十 

六
号 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
十 

七
号 

 

文
京
シ
ビ
䣹
ク
セ
ン
タ
䤀
避
難
階
段
手
す
り
そ
の
他
改
修
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

目 
 

 
 

 

次 

15 13 19 21 23 25 27 29 33 35 37 39 41 43 45 



議
案
第
十 

八
号 

 

バ
リ
ア
フ
リ
䤀
整
備
工
事
䥹
区
道
第
八
百
八
十
九
号
䥺
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 
議
案
第
十 

九
号 

 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 
議
案
第
二 

十
号 

 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
二
十
一
号 

 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
二
十
二
号 

 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
二
十
三
号 

 

文
京
区
立
第
十
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
一
期
䥺
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
二
十
四
号 

 
文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

 

47 49 51 53 55 57 59 
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議
案
第
二
号 

 
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
四
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

第
十
五
条
第
三
項
中
䣓
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
䣔
を
䣓
次
項
及
び
䣔
に
改
め
䣍
䣓
い
う
䣎
䥺
䣔
の
下
に
䣓
䥹
同
号
ロ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
䣎
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
䣔
を
加
え
る
䣎 

第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
䣔
を
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
三
項
又
は
第
四
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
䣓
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
䣔
を
䣓
並
び
に
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
第
四

号
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
䣓
除
き
䣍
䣔
を
䣓
除
く
䣎
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
䥹
䣔
に
改
め
䣍
䣓
䣎
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
䣔
を
削
り
䣍
同
条
第
五
項
中
䣓
次
条
第
四
項
䣔
を
䣓
次
条
第
五
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

 

次
に
掲
げ
る
者
䥹
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
䣓
公
的
年
金
等
受
給
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
は
䣍
公
的
年
金
等
支
払
者
䥹
所
得
税
法
第
二

百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
䥹
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

䣓
公
的
年
金
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
支
払
者
を
い
う
䣎
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を

受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
䣍
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
䣍
当
該
公



 

6 

的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
䣍
区
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者 

二 
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
䥹
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
の
支
払
を

受
け
る
第
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
䣍
特
定
配
偶
者
䥹
所
得
割
の
納
税
義
務
者
䥹
合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下

で
あ
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
䥹
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺

を
い
う
䣎
次
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
䥹
退
職
手
当
等
䥹
第
三
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
䣎

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
䣎
䥺
又
は
扶
養
親
族
䥹
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
控
除

対
象
扶
養
親
族
で
あ
つ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
䣎
䥺
若
し
く
は
特
定
親
族
䥹
退
職
手
当
等
に
係
る
所

得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
䣍
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
を
有
す
る
者 

三 

法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
䥹
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
支
払
を

受
け
る
第
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
䥹
当
該
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
当
該
公
的
年
金
等
の
額
が
そ
の
年
最
初
に
当
該
公
的

年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
前
日
の
現
況
に
お
い
て
令
第
四
十
八
条
の
九
の
七
の
三
に
定
め
る
金
額
に
満
た
な
い
者
を

除
く
䣎
䥺
で
あ
つ
て
䣍
障
害
者
䣍
寡
婦
若
し
く
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
者
又
は
特
定
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
䥹
年
齢
十

六
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
䣎
䥺
若
し
く
は
特
定
親
族
䥹
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も

の
に
限
る
䣎
䥺
を
有
す
る
者 

第
二
十
四
条
の
三
第
五
項
中
䣓
第
三
項
䣔
を
䣓
第
四
項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
䣍
同
条
第
四
項
中
䣓
第
四
十
八
条

の
九
の
七
の
三
䣔
を
䣓
第
四
十
八
条
の
九
の
八
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
䣍
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
䣍
同
条

第
二
項
中
䣓
前
項
䣔
を
䣓
第
一
項
䣔
に
䣍
䣓
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
䣔
を
䣓
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
䣔
に
䣍
䣓
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
䣔
を
䣓
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
䣍
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 
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２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
記
載
事
項
は
䣍
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
䣎 

一 

公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称 

二 
公
的
年
金
等
受
給
者
が
䣍
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
特
別
障
害
者
又
は
そ
の
他
の
障
害
者
に
該
当

す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
該
当
す
る
事
実
並
び
に
寡
婦
又
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨 

三 

特
定
配
偶
者
の
氏
名 

四 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名 

五 

そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項 

付
則
第
三
条
中
䣓
か
ら
令
和
九
年
度
ま
で
䣔
を
䣓
以
後
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
五
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
五
の
二
の
前
に
見
出
し
と
し
て
䣓
䥹
区
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
䥺
䣔
を
付
し
䣍
同
条
第
一
項
中
䣓
令

和
二
十
年
度
䣔
を
䣓
令
和
二
十
五
年
度
䣔
に
䣍
䣓
居
住
年
が
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
又
は
䣔
を
䣓
同
法
第
四
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
䣔
に
䣍
䣓
令
和
七
年
䣔
を
䣓
令
和
十
二
年
䣔
に
䣍
䣓
に
お
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
と
き
は
䣔
を
䣓
に
は
䣔
に
䣍
䣓
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
䣔
を
䣓
附
則
第
五
条
の
四
第
五
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
付

則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
を
付
則
第
三
条
の
五
と
す
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
六
中
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
䣔
を
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
三
項
又
は
第
四
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
七
第
一
項
中
䣓
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
附

則
第
五
条
の
六
第
二
項
䣔
を
䣓
附
則
第
五
条
の
六
第
三
項
又
は
第
四
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
三
条
の
十
中
䣓
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
四
条
第
一
項
中
䣓
令
和
九
年
度
䣔
を
䣓
令
和
十
二
年
度
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
䣍
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔

を
削
る
䣎 
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付
則
第
五
条
の
二
中
䣓
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
䣔
の
下
に
䣓
䥹
法
附
則
第
七
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

付
則
第
六
条
第
二
項
中
䣓
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
䣔
を
䣓
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
令
和
四
年
四
月
一
日
䣔
を
䣓
令
和
七
年
四
月
一
日
䣔
に
䣍
䣓
当
該
初
回
車
両
番

号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
䣔
を
䣓
令
和
八
年
度
分
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
八
条
第
三
項
第
二
号
䣍
付
則
第
九
条
第
三
項
第
二
号
及
び
付
則
第
十
条
第
三
項
第
二
号
中
䣓
䣍
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項

及
び
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
及
び
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付
則
第
十
一
条
第
一
項
中
䣓
令
和
八
年
度
䣔
を
䣓
令
和
十
一
年
度
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
令
和
八
年
度
䣔
を
䣓
令
和
十
一

年
度
䣔
に
䣍
䣓
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
䣔
を
䣓
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
六
項
䣔
に
䣍
䣓
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
十
項
䣔

を
䣓
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

４ 
 

第
一
項
䥹
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の
場
合
に
お
い
て
䣍
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
䣍
租
税
特
別
措
置
法

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
し
た
と
き
に
お
け
る
そ

の
譲
渡
を
し
た
土
地
等
が
そ
の
譲
渡
を
し
た
時
に
お
い
て
地
す
べ
り
等
防
止
法
䥹
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
䥺
第
三
条
第
一

項
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
䣍
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
䥺
第
三

条
第
一
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
䣍
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成

十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
䥺
第
九
条
第
一
項
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
又
は
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
䥹
平
成
十
五
年

法
律
第
七
十
七
号
䥺
第
五
十
六
条
第
一
項
の
浸
水
被
害
防
止
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
䣍
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
䣍
第
一
項
又
は
第

二
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な

す
䣎 

付
則
第
十
二
条
第
五
項
第
二
号
䣍
付
則
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
付
則
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
䣓
䣍
付
則
第
三
条
の
五
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第
一
項
及
び
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
及
び
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

付
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
二
号
並
び
に
付
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
二
号
中
䣓
䣍

第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
䣔
を
䣓
及
び
第
三
条
の
五
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付 
則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
䣎 

 

一 

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
䣍
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
付
則
第
三
条
の
改
正
規
定

及
び
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
䥹
䣓
令
和
二
十
年
度
䣔
を
䣓
令
和
二
十
五
年
度
䣔
に
改
め
る
部
分
及
び
䣓
令

和
七
年
䣔
を
䣓
令
和
十
二
年
䣔
に
改
め
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定 

令
和
九
年
一
月
一
日 

 

二 

第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
付
則
第
三
条
の
六
の
改
正
規
定
䣍
付
則
第
三
条
の
七
第
二
項
の
改
正
規
定
䣍
付

則
第
五
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
十
一
条
の
改
正
規
定
䥹
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
䣓
令
和
八
年
度
䣔
を
䣓
令
和
十

一
年
度
䣔
に
改
め
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
並
び
に
次
条
第
三
項
の
規
定 

令
和
十
年
一
月
一
日 

 

䥹
区
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
䥺 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
䥹
以
下
䣓
新
条
例
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
は
䣍
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条

例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
䣍
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て

提
出
し
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
䣍

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 
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２ 

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
付
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
䣍
区

民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
令
和
八
年
一
月
一
日
以
後
に
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
䥹
令
和
八
年
法
律
第
十
二

号
䣎
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
䣓
所
得
税
法
等
改
正
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
䥹
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
䥺
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
䥹
同
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
居
住
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
を
含
む
䣎
䥺
若
し
く
は
既
存
住
宅
䥹
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
特
例
既
存
住
宅
及
び

同
条
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
要
耐
震
改

修
住
宅
を
含
む
䣎
䥺
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
䥹
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
を

し
た
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
特
例
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
を
含
み
䣍
当
該
増
改
築
等
又
は
当
該
特
例
増

改
築
等
に
係
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
䥹
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
六
項
に

規
定
す
る
認
定
住
宅
等
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
住
宅
等
を
含
む
䣎
䥺
を
同
条
第
一
項
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
䣍
区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
同
日
前
に
所
得
税
法

等
改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
䥹
同
条
第
二
十
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
を
含
む
䣎
䥺

若
し
く
は
既
存
住
宅
䥹
同
条
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
三
十
五
項

に
規
定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
を
含
む
䣎
䥺
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
䥹
当
該
増
改
築
等
に
係
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺
又
は

同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
䥹
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
と
み
な
さ
れ

る
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
住
宅
等
を
含
む
䣎
䥺
を
同
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用

に
供
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 

３ 

新
条
例
付
則
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
䣍
区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
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後
に
行
う
新
条
例
付
則
第
十
一
条
第
一
項
の
土
地
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
す
る
䣎 

 
䥹
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
䥺 

第
三
条 

新
条
例
付
則
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
䣍
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
䣎 

２ 

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

地
方
税
法
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
䥺
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
䣍
規
定
を
整
備
す
る
た
め
䣍
本
案
を
提
出
い
た
し

ま
す
䣎 
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議
案
第
三
号 

 
 

 

文
京
区
保
健
衛
生
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
保
健
衛
生
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
保
健
衛
生
事
務
手
数
料
条
例
䥹
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

 
 

 

別
表

65
の

11
の
項
中
䣓
第
十
四
条
第
十
五
項
䣔
を
䣓
第
十
四
条
第
十
三
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

付 

則 

こ
の
条
例
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  䥹
説 

 

明
䥺 

医
薬
品
䣍
医
療
機
器
等
の
品
質
䣍
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
䥺
の
一

部
改
正
に
伴
い
䣍
規
定
を
整
備
す
る
た
め
䣍
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
䣎 
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議
案
第
四
号 

 
 

 

文
京
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
五
年
六
月
文
京
区
条
例
第
二
十
七
号
䥺
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
五
条
第
一
項
中
䣓
容
積
率
䣔
の
下
に
䣓
䥹
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
容
積
率
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
䣔
を
加
え
䣍

同
条
中
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
䣍
第
二
項
を
第
三
項
と
し
䣍
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
容
積
率
を
算
定
す
る
際
の
建
築
物
の
延
べ
面
積
に
は
䣍
法
第
五
十
二
条
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
建
築
基

準
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
䥺
第
二
条
第
一
項
第
四
号
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
延

べ
面
積
に
算
入
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
部
分
の
床
面
積
並
び
に
当
該
計
画
地
区
が
属
す
る
地
区
整
備
計
画
を
定
め
た
地
区
計
画
に

お
い
て
延
べ
面
積
に
算
入
し
な
い
旨
を
定
め
た
部
分
の
床
面
積
は
䣍
算
入
し
な
い
䣎 

 

第
七
条
䥹
見
出
し
を
含
む
䣎
䥺
中
䣓
建
ぺ
い
率
䣔
を
䣓
建
蔽
率
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

３ 

第
一
項
の
規
定
は
䣍
法
第
八
十
六
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
施
行
に
よ
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
減
少
に
よ
り
䣍

当
該
事
業
の
施
行
の
際
現
に
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
で
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の

又
は
当
該
事
業
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
同
項
の
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規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
は
䣍
そ
の
全
部
を
一
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
䣍
適
用
し
な

い
䣎
た
だ
し
䣍
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

一 
法
第
八
十
六
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
施
行
に
よ
り
建
築
物
の
敷
地
面
積
が
減
少
し
た
際
䣍
当
該
敷
地
面
積
の

減
少
が
な
く
と
も
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
た
建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地

と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
䣬
た
土
地 

二 

第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
に
至
䣬
た
建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使

用
す
る
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
に
至
䣬
た
土
地 

第
十
三
条
の
見
出
し
中
䣓
さ
く
䣔
を
䣓
柵
䣔
に
改
め
䣍
同
条
中
䣓
さ
く
䣔
を
䣓
柵
䣔
に
改
め
䣍
䣓
除
く
䣔
の
下
に
䣓
䣎
以
下
同
じ
䣔

を
加
え
る
䣎 

第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
䣓
第
三
条
第
二
項
䣔
の
下
に
䣓
䥹
法
第
八
十
六
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
䣔
を
加
え
䣍
同
項
第
一
号
中
䣓
本
項
䣔
を
䣓
こ
の
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
第
一
号
中
䣓
自
動
車

車
庫
等
䣔
を
䣓
自
動
車
車
庫
そ
の
他
の
専
ら
自
動
車
又
は
自
転
車
の
停
留
又
は
駐
車
の
た
め
の
施
設
䥹
誘
導
車
路
䣍
操
車
場
所
及
び

乗
降
場
を
含
む
䣎
以
下
䣓
自
動
車
車
庫
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
䣔
に
改
め
る
䣎 

別
表
第
一
後
楽
二
丁
目
地
区
地
区
計
画
の
項
中
䣓
平
成
十
六
年
八
月
東
京
都
告
示
第
千
二
百
八
十
七
号
䣔
を
䣓
令
和
八
年
三
月
東

京
都
告
示
第
二
百
二
十
六
号
䣔
に
改
め
る
䣎 

別
表
第
二
の
１
の
部
ア
欄
中
䣓
䥺
第
二
条
第
一
項
各
号
又
は
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
䣔
を
䣓
䣎
以
下
䣓
風
営
法
䣔

と
い
う
䣎
䥺
第
二
条
第
一
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
䣔
に
改
め
䣍
同
部
エ
欄
中
䣓
建
ぺ
い
率
䣔
を
䣓
建
蔽
率
䣔
に
改
め
䣍
同
部
サ

欄
中
䣓
さ
く
䣔
を
䣓
柵
䣔
に
改
め
䣍
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
䣎 

  
 

風

営

法

第

二

条

第

六

項

か

ら

第

十

項

ま 

十

分

の

百
十
五
䣎

た
だ
し
䣍 

十

分

の

三
十
䣎
た

だ
し
䣍
道 

十

分

の

八 

五

百

平

方

メ

䤀

ト
ル
䣎
た 

二

百

平

方

メ

䤀

ト
ル
䣎
た 

計
画
図
に
示
す

壁
面
の
位
置
の

数
値
䣎
た
だ
し
䣍 

百

七

十

メ

䤀

ト

ル 
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別
表
第
二
の
２
の
部
エ
欄
中
䣓
建
ぺ
い
率
䣔
を
䣓
建
蔽
率
䣔
に
䣍
䣓
第
五
十
三
条
第
五
項
䣔
を
䣓
第
五
十
三
条
第
六
項
䣔
に
改
め
䣍

後
楽
二 

丁
目
南 

地 

区 
  

   

で

に

規

定

す

る

営

業

の

用

途

に

供

す

る

建
築
物 

共

同

住

宅

の

用

途

に

供

す

る

部

分

の

延

べ

面

積

の

敷

地

面

積

に

対

す

る

割
合
は
䣍

十

分

の

二
・
三
以

上

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い
䣎 

路

内

の

建

築

物

に

つ

い

て
は
䣍
こ

の

限

り

で
な
い
䣎 

 

だ
し
䣍
道

路

内

の

建

築

物

に

つ

い

て
は
䣍
こ

の

限

り

で
な
い
䣎 

だ
し
䣍
道

路

内

の

建

築

物

に

つ

い

て
は
䣍
こ

の

限

り

で
な
い
䣎 

次
に
掲
げ
る
も

の

に

つ

い

て

は
䣍
こ
の
限
り

で
な
い
䣎 

一 

円
滑
な
交

通

ネ

䣹

ト

ワ
䤀
ク
の
形

成
に
資
す
る

歩
行
者
デ
䣹

キ
䣍
階
段
䣍

エ

レ

ベ

䤀

タ
䤀
䣍
エ
ス

カ
レ
䤀
タ
䤀

及
び
こ
れ
ら

に
設
置
さ
れ

る
屋
根
䣍
ひ

さ
し
䣍
柱
そ

の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も

の 

二 

歩
行
者
の

安
全
性
や
快

適
性
を
確
保

す
る
た
め
に

設
け
る
ひ
さ

し
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す

る
も
の 

三 

公
益
上
必

要

な

も

の

で
䣍
交
通
上
䣍

安
全
上
䣍
衛

生
上
そ
の
他

周
辺
の
環
境

を
害
す
る
お

そ
れ
の
な
い

も
の 
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同
部
サ
欄
中
䣓
さ
く
䣔
を
䣓
柵
䣔
に
改
め
䣍
同
表
３
の
部
春
日
・
後
楽
園
駅
前
地
区
の
項
ア
欄
中
䣓
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
風
俗
関
連
営
業
䣔
を
䣓
風
営
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
䣔
に

改
め
䣍
同
部
エ
欄
中
䣓
建
ぺ
い
率
䣔
を
䣓
建
蔽
率
䣔
に
改
め
䣍
同
部
サ
欄
中
䣓
さ
く
䣔
を
䣓
柵
䣔
に
改
め
る
䣎 

  
 

 

付 
則 

 

こ
の
条
例
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  䥹
説 

 

明
䥺 

地
区
計
画
の
変
更
に
伴
い
䣍
計
画
地
区
を
追
加
し
䣍
当
該
計
画
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
を
定
め
る
ほ
か
䣍
規
定
を
整
備

す
る
た
め
䣍
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
䣎 
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議
案
第
五
号 

 
 

 

文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
䥹
平
成
十
八
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
七
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

第
九
条
第
一
項
中
䣓
一
時
間
䣔
を
䣓
三
十
分
䣔
に
改
め
る
䣎 

別
表
区
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
項
中
䣓
一
時
間
ご
と
に
八
○
○
円
䣔
を
䣓
三
十
分
ご
と
に
四
○
○
円
䣔
に
改
め
䣍
同
表

そ
の
他
の
者
の
項
中
䣓
一
時
間
ご
と
に
一
䣍
三
○
○
円
䣔
を
䣓
三
十
分
ご
と
に
六
五
○
円
䣔
に
改
め
る
䣎 

  
 

 

付 

則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
条
例
は
䣍
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
準
備
行
為
䥺 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
立
一
時
保
育
所
条
例
の
規
定
に
よ
る
文
京
区
立
一
時
保
育
所
の
利
用
に
関
し
必
要
な
手
続

そ
の
他
の
準
備
に
つ
い
て
は
䣍
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

  



 

20 

䥹
説 

 

明
䥺 

利
用
時
間
の
単
位
を
変
更
す
る
ほ
か
䣍
規
定
を
整
備
す
る
た
め
䣍
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
䣎 
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議
案
第
六
号 

 
 

 

文
京
区
立
少
年
自
然
の
家
八
ケ
岳
高
原
学
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
少
年
自
然
の
家
八
ケ
岳
高
原
学
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
少
年
自
然
の
家
八
ケ
岳
高
原
学
園
条
例
䥹
昭
和
五
十
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
六
十
五
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
䣎 

 

第
一
条
中
䣓
及
び
林
間
学
校
䣔
を
削
る
䣎 

第
六
条
第
一
号
中
䣓
及
び
林
間
学
校
䣔
を
削
り
䣍
同
条
第
二
号
中
䣓
区
民
又
は
区
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
事
業
所
に
勤
務
す

る
者
䣔
を
䣓
区
の
区
域
内
に
在
住
し
䣍
在
勤
し
䣍
又
は
在
学
す
る
者
が
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
る
団
体
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
三
号

中
䣓
中
学
校
䣔
の
下
に
䣓
䥹
義
務
教
育
学
校
䣍
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
を
含
む
䣎
䥺
䣔

を
加
え
る
䣎 

 

 
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
第
六
条
第
二
号
の
改
正
規
定
は
䣍
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

䥹
説 

 

明
䥺 
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学
園
の
使
用
に
係
る
見
直
し
を
行
う
た
め
䣍
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
䣎 
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議
案
第
七
号 

 
 

 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る
規
約
の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ

い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る
規
約
の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ

い
て 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
二
百
五
十
二
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る

特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る
規
約
を
別
紙
の
と
お
り
変
更
す
る
䣎 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
い
て
䣍
措
置
費
共
同
経
理
課
を
共
同
設
置
す
る
自
治
体
を
追
加
す
る
た
め
䣍
規
約
の
一
部

を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
䣍
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の

二
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
䣎 

   



 

24 

別 
 

紙 

 
 

 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約 

 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
䣎 

第
一
条
中
䣓
中
野
区
䣔
の
下
に
䣓
䣍
杉
並
区
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

附 

則 

こ
の
規
約
は
䣍
令
和
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 
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議
案
第
八
号 

 
 

 

窓
口
カ
ウ
ン
タ
䤀
外
九
点
の
買
入
れ
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

窓
口
カ
ウ
ン
タ
䤀
外
九
点
の
買
入
れ
に
つ
い
て 

左
記
の
と
お
り
窓
口
カ
ウ
ン
タ
䤀
外
九
点
を
買
い
入
れ
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

買
入
れ
の
目
的 

 

戸
籍
住
民
課
来
庁
者
ス
ペ
䤀
ス
の
利
便
性
及
び
快
適
性
の
向
上 

二 

種
類
及
び
数
量 

 

㈠ 

窓
口
カ
ウ
ン
タ
䤀 

 
 

 
 

 
 

一
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈡ 

飛
沫
飛
散
防
止
用
ス
ク
リ
䤀
ン
① 

三
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈢ 

飛
沫
飛
散
防
止
用
ス
ク
リ
䤀
ン
② 

六
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈣ 

飛
沫
飛
散
防
止
用
ス
ク
リ
䤀
ン
③ 

十
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈤ 

飛
沫
飛
散
防
止
用
ス
ク
リ
䤀
ン
④ 

二
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈥ 

飛
沫
飛
散
防
止
用
ス
ク
リ
䤀
ン
⑤ 

五
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈦ 

記
載
台
① 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
四
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈧ 

記
載
台
② 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈨ 

記
載
台
③ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈩ 

掲
示
板 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
面 
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三 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
䥺
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

四 
契

約

金

額 
 

金
三
千
四
百
三
十
二
万
円 

五 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
江
東
区
東
陽
二
丁
目
三
番
二
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
内
田
洋
行
営
業
支
援
統
括
グ
ル
䤀
プ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
締
役
常
務
執
行
役
員
営
業
支
援
統
括
グ
ル
䤀
プ
統
括 

小
柳
諭
司 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 

 



27 

 

議
案
第
九
号 

 
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

  
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

左
記
の
と
お
り
建
物
を
処
分
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

建

物

の

表

示 
 

別
紙
の
と
お
り 

二 

処

分

価

格 
 

金
八
千
二
百
六
十
三
万
円 

三 

相

手

方 
 

東
京
都
文
京
区
根
津
二
丁
目
十
五
番
十
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
用
根
津
ホ
䤀
ム
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

中
川
英
則 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 
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別
紙 

 
䥹
一
棟
の
建
物
の
表
示
䥺 

 

所

在 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
二
百
五
番
地
二 

 

建

物

の

名

称 

コ
䤀
ポ
根
津
清
水 

 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 

延

床

面

積 
五
䣍
一
七
〇
・
五
八
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷

地

面

積 

一
䣍
七
四
〇
・
七
九
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

䥹
専
有
部
分
の
建
物
等
の
表
示
䥺 

 
 

家

屋

番

号 

根
津
一
丁
目
二
百
五
番
二
の
二
十
五 

 
 

建

物

の

名

称 

四
〇
一 

 
 

種

類 

居
宅 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
一
階
建
て 

 
 

床

面

積 

四
階
部
分 

六
七
・
二
二
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷
地
権
の
割
合 

百
万
分
の
一
万
八
千
六
百
二
十
三 

 



29 

 

議
案
第
十
号 

 
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

  
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

左
記
の
と
お
り
建
物
を
処
分
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

建

物

の

表

示 
 

別
紙
の
と
お
り 

二 

処

分

価

格 
 

金
九
千
八
万
九
千
円 

三 

相

手

方 
 

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
〇
〇
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
〇
〇
〇 

  

䥹
説 
 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出



 

30 

い
た
し
ま
す
䣎 
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別
紙 

 
䥹
一
棟
の
建
物
の
表
示
䥺 

 

所

在 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
二
百
五
番
地
二 

 

建

物

の

名

称 

コ
䤀
ポ
根
津
清
水 

 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 

延

床

面

積 
五
䣍
一
七
〇
・
五
八
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷

地

面

積 

一
䣍
七
四
〇
・
七
九
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

䥹
専
有
部
分
の
建
物
等
の
表
示
䥺 

 
 

家

屋

番

号 

根
津
一
丁
目
二
百
五
番
二
の
二
十
六 

 
 

建

物

の

名

称 

七
〇
一 

 
 

種

類 

居
宅 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
一
階
建
て 

 
 

床

面

積 

七
階
部
分 

六
七
・
二
二
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

あ 

敷
地
権
の
割
合 

百
万
分
の
一
万
八
千
六
百
二
十
三 

 



 



33 

 

議
案
第
十
一
号 

 
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

  
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

左
記
の
と
お
り
建
物
を
処
分
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

建

物

の

表

示 
 

別
紙
の
と
お
り 

二 

処

分

価

格 
 

金
九
千
二
百
三
万
三
十
円 

三 

相

手

方 
 

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
〇
〇
〇 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 



 

34 

別
紙 

 
䥹
一
棟
の
建
物
の
表
示
䥺 

 

所

在 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
二
百
五
番
地
二 

 

建

物

の

名

称 

コ
䤀
ポ
根
津
清
水 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 

延

床

面

積 
五
䣍
一
七
〇
・
五
八
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷

地

面

積 

一
䣍
七
四
〇
・
七
九
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

䥹
専
有
部
分
の
建
物
等
の
表
示
䥺 

 
 

家

屋

番

号 

根
津
一
丁
目
二
百
五
番
二
の
二
十
七 

 
 

建

物

の

名

称 

七
〇
三 

 
 

種

類 

居
宅 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
一
階
建
て 

 
 

床

面

積 

七
階
部
分 

六
八
・
六
二
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

あ 

敷
地
権
の
割
合 

百
万
分
の
一
万
八
千
七
百
八
十
九 



35 

 

議
案
第
十
二
号 

 
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

  
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

左
記
の
と
お
り
建
物
を
処
分
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

建

物

の

表

示 
 

別
紙
の
と
お
り 

二 

処

分

価

格 
 

金
一
億
一
万
円 

三 

相

手

方 
 

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 



 

36 

別
紙 

 
䥹
一
棟
の
建
物
の
表
示
䥺 

 

所

在 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
二
百
五
番
地
二 

 

建

物

の

名

称 

コ
䤀
ポ
根
津
清
水 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 

延

床

面

積 
五
䣍
一
七
〇
・
五
八
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷

地

面

積 

一
䣍
七
四
〇
・
七
九
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

䥹
専
有
部
分
の
建
物
等
の
表
示
䥺 

 
 

家

屋

番

号 

根
津
一
丁
目
二
百
五
番
二
の
二
十
八 

 
 

建

物

の

名

称 

八
〇
一 

 
 

種

類 

居
宅 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
一
階
建
て 

 
 

床

面

積 

八
階
部
分 

六
七
・
二
二
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

 
 

敷
地
権
の
割
合 

百
万
分
の
一
万
八
千
六
百
二
十
三 

  



37 

 

議
案
第
十
三
号 

 
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

  
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

左
記
の
と
お
り
建
物
を
処
分
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

建

物

の

表

示 
 

別
紙
の
と
お
り 

二 

処

分

価

格 
 

金
九
千
三
百
八
十
八
万
円 

三 

相

手

方 
 

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
七
番
六
号
北
大
手
町
ビ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
青
山
メ
イ
ン
ラ
ン
ド 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

西
原
良
三 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 



 

38 

別
紙 

 
䥹
一
棟
の
建
物
の
表
示
䥺 

 

所

在 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
二
百
五
番
地
二 

 

建

物

の

名

称 

コ
䤀
ポ
根
津
清
水 

 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 

延

床

面

積 
五
䣍
一
七
〇
・
五
八
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷

地

面

積 

一
䣍
七
四
〇
・
七
九
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

䥹
専
有
部
分
の
建
物
等
の
表
示
䥺 

 
 

家

屋

番

号 

根
津
一
丁
目
二
百
五
番
二
の
三
十 

 
 

建

物

の

名

称 

九
〇
三 

 
 

種

類 

居
宅 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
一
階
建
て 

 
 

床

面

積 

九
階
部
分 

六
八
・
六
二
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

 
 

敷
地
権
の
割
合 

百
万
分
の
一
万
八
千
七
百
八
十
九 

あ 



 

39 

 

議
案
第
十
四
号 

 
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

  
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

左
記
の
と
お
り
建
物
を
処
分
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

建

物

の

表

示 
 

別
紙
の
と
お
り 

二 

処

分

価

格 
 

金
九
千
五
百
万
円 

三 

相

手

方 
 

東
京
都
文
京
区
根
津
二
丁
目
十
五
番
十
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
用
根
津
ホ
䤀
ム
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

中
川
英
則 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 



 

40 

別
紙 

 
䥹
一
棟
の
建
物
の
表
示
䥺 

 

所

在 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
二
百
五
番
地
二 

 

建

物

の

名

称 

コ
䤀
ポ
根
津
清
水 

 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 

延

床

面

積 
五
䣍
一
七
〇
・
五
八
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷

地

面

積 

一
䣍
七
四
〇
・
七
九
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

䥹
専
有
部
分
の
建
物
等
の
表
示
䥺 

 
 

家

屋

番

号 

根
津
一
丁
目
二
百
五
番
二
の
五 

 
 

建

物

の

名

称 

一
一
〇
一 

 
 

種

類 

居
宅 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
一
階
建
て 

 
 

床

面

積 

十
一
階
部
分 

六
七
・
二
二
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷
地
権
の
割
合 

百
万
分
の
一
万
八
千
六
百
二
十
三 

あ 
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議
案
第
十
五
号 

 
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

  
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

左
記
の
と
お
り
建
物
を
処
分
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

建

物

の

表

示 
 

別
紙
の
と
お
り 

二 

処

分

価

格 
 

金
八
千
五
百
六
十
五
万
七
百
十
円 

三 

相

手

方 
 

千
葉
県
松
戸
市
小
根
本
三
十
七
番
地
の
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
Ｍ
ｙ
ア
セ
䣹
ト 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

中
野
貴
行 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 



 

42 

別
紙 

 
䥹
一
棟
の
建
物
の
表
示
䥺 

 

所

在 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
二
百
五
番
地
二 

 

建

物

の

名

称 

コ
䤀
ポ
根
津
清
水 

 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 

延

床

面

積 
五
䣍
一
七
〇
・
五
八
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷

地

面

積 

一
䣍
七
四
〇
・
七
九
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

䥹
専
有
部
分
の
建
物
等
の
表
示
䥺 

 
 

家

屋

番

号 

根
津
一
丁
目
二
百
五
番
二
の
三
十
二 

 
 

建

物

の

名

称 

一
一
〇
二 

 
 

種

類 

居
宅 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
一
階
建
て 

 
 

床

面

積 

十
一
階
部
分 

六
六
・
八
二
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

 
 

敷
地
権
の
割
合 

百
万
分
の
一
万
八
千
五
百
十
三 

あ 
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議
案
第
十
六
号 

 
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

  
 

 

建
物
の
処
分
に
つ
い
て 

 

左
記
の
と
お
り
建
物
を
処
分
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

建

物

の

表

示 
 

別
紙
の
と
お
り 

二 

処

分

価

格 
 

金
八
千
四
百
七
十
八
万
七
百
十
円 

三 

相

手

方 
 

千
葉
県
松
戸
市
小
根
本
三
十
七
番
地
の
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
Ｍ
ｙ
ア
セ
䣹
ト 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

中
野
貴
行 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 
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別
紙 

 
䥹
一
棟
の
建
物
の
表
示
䥺 

 

所

在 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
二
百
五
番
地
二 

 

建

物

の

名

称 

コ
䤀
ポ
根
津
清
水 

 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 

延

床

面

積 
五
䣍
一
七
〇
・
五
八
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 
 

敷

地

面

積 

一
䣍
七
四
〇
・
七
九
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

䥹
専
有
部
分
の
建
物
等
の
表
示
䥺 

 
 

家

屋

番

号 

根
津
一
丁
目
二
百
五
番
二
の
六 

 
 

建

物

の

名

称 

一
二
〇
三 

 
 

種

類 

居
宅 

 
 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
䤀
ト
造
一
階
建
て 

 
 

床

面

積 

十
二
階
部
分 

六
五
・
五
一
平
方
メ
䤀
ト
ル 

 

 
 

敷
地
権
の
割
合 

百
万
分
の
一
万
七
千
九
百
三
十 

あ 
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議
案
第
十
七
号 

 
 

 

文
京
シ
ビ
䣹
ク
セ
ン
タ
䤀
避
難
階
段
手
す
り
そ
の
他
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
シ
ビ
䣹
ク
セ
ン
タ
䤀
避
難
階
段
手
す
り
そ
の
他
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
シ
ビ
䣹
ク
セ
ン
タ
䤀
避
難
階
段
手
す
り
そ
の
他
改
修
工
事
施
行
の
た
め
䣍
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
シ
ビ
䣹
ク
セ
ン
タ
䤀
避
難
階
段
手
す
り
そ
の
他
改
修
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
䥺
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
一
億
八
千
五
百
二
十
四
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六―

一
〇
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
口
建
設
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

山
口
巖 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及



 

46 

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 

  

䥹
参 

 

考
䥺 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
九
年
七
月
三
十
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 
令
和
八
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

令
和
九
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
十
八
号 

 
 

 

バ
リ
ア
フ
リ
䤀
整
備
工
事
䥹
区
道
第
八
百
八
十
九
号
䥺
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

バ
リ
ア
フ
リ
䤀
整
備
工
事
䥹
区
道
第
八
百
八
十
九
号
䥺
請
負
契
約 

 

バ
リ
ア
フ
リ
䤀
整
備
工
事
䥹
区
道
第
八
百
八
十
九
号
䥺
施
行
の
た
め
䣍
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

バ
リ
ア
フ
リ
䤀
整
備
工
事
䥹
区
道
第
八
百
八
十
九
号
䥺 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
四
億
七
百
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

ダ
イ
マ
ス
・
古
市
建
設
共
同
企
業
体 

構
成
員
䥹
代
表
者
䥺 

 

東
京
都
文
京
区
関
口
一
丁
目
二
十
三
番
六
号
プ
ラ
ザ
江
戸
川
橋
三
〇
七 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
ダ
イ
マ
ス 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

増
田
京
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
根
津
一
丁
目
二
十
三
番
九
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
古
市
工
務
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

古
市
芳
宣 
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䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 

  

䥹
参 

 

考
䥺 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
九
年
九
月
十
五
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
八
年
度 
一
般
会
計 

土
木
費 

道
路
橋
梁
費 

令
和
九
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
十
九
号 

 
 

 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
施
行
の
た
め
䣍
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
䥺
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
四
億
千
三
百
一
万
七
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六―

一
〇
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
口
建
設
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

山
口
巖 

  

䥹
説 

 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
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び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
䣎 

  

䥹
参 

 

考
䥺 

一 

工

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
八
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 
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議
案
第
二
十
号 

 
 

 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
施
行
の
た
め
䣍
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
三
億
二
千
八
十
九
万
二
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
石
四
丁
目
二
十
六
番
十
九
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
リ
ン
・
ド
ス 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

東
海
林
諭 

  

䥹
説 
 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出



 

52 

い
た
し
ま
す
䣎 

  

䥹
参 

 
考
䥺 

一 

工

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
八
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 



53 

 

議
案
第
二
十
一
号 

 
 

 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
施
行
の
た
め
䣍
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
三
億
二
千
七
百
八
十
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
二
丁
目
十
九
番
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト
リ
ヤ
マ
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

鳥
山
幸
得
太 

  

䥹
説 
 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出



 

54 

い
た
し
ま
す
䣎 

  

䥹
参 

 
考
䥺 

一 

工

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
八
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 



55 

 

議
案
第
二
十
二
号 

 
 

 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺
施
行
の
た
め
䣍
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
二
期
䥺 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
二
億
六
千
二
百
三
十
五
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
二
丁
目
四
十
二
番
八
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
上
之
原
工
務
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

上
之
原
一
光 

  

䥹
説 
 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出



 

56 

い
た
し
ま
す
䣎 

  

䥹
参 

 
考
䥺 

一 

工

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
八
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 



57 

 

議
案
第
二
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
立
第
十
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
一
期
䥺
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
第
十
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
一
期
䥺
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
第
十
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
一
期
䥺
施
行
の
た
め
䣍
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
第
十
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
䥹
第
一
期
䥺 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
二
億
五
千
十
四
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
水
道
一
丁
目
十
二
番
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
ビ
䣹
グ
ル
䤀
フ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

大
屋
高
広 

  

䥹
説 
 

明
䥺 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出



 

58 

い
た
し
ま
す
䣎 

  

䥹
参 

 
考
䥺 

一 

工

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
八
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 



59 

 

議
案
第
二
十
四
号 

 
 

 

文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
契
約
第
五
千
六
百
八
十
九
号
に
よ
り
締
結
し
た
文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事
請
負
契
約
の

一
部
を
左
記
の
と
お
り
変
更
す
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
二
億
千
三
十
三
万
五
千
四
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䥹
変
更
前
の
契
約
金
額 
金
一
億
九
千
八
百
六
十
三
万
三
百
円
䥺 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
江
東
区
冬
木
六
番
二
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
ラ
ン
デ
䣹
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

石
川
綾
子 

  

䥹
説 

 

明
䥺 



60 

工
事
の
内
容
の
変
更
に
伴
い
䣍
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
䣍
地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
九
十
六

条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
九
年
三
月

文
京
区
条
例
第
十
二
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
䣎 

  

䥹
参 

 

考
䥺 

一 

工

期 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
九
年
一
月
七
日
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

䥹
変
更
前
の
工
期 

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
䥺 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

防
災
対
策
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土
木
費 

公
園
緑
地
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

防
災
対
策
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土
木
費 

公
園
緑
地
費 

 

 



 


